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１ 進捗管理 

   市では、平成 30 年３月にあいとぴあレインボープラン（狛

江市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画）（以下

「本計画」という。）を策定し、「みんなで支え合いながら、 

自分らしく健康に暮らしつづけられる～あいとぴあ狛江～」

を基本理念とし、この基本理念を踏まえた３つ施策の体系を

設定し、高齢者保健福祉施策を推進する必要があります。 

そこで、本計画の実効性を担保し着実な進展を図るため、

前年度の取組状況について、狛江市福祉基本条例第 26 条第

１項の規定により設置された狛江市市民福祉推進委員会高

齢小委員会で、本計画のうち狛江市高齢者保健福祉計画の進

捗状況の把握や評価を行うこととします。なお、本計画のう

ち第７期介護保険事業計画の進捗状況の把握や評価につい

ては、狛江市介護保険条例第 20 条の規定により設置された

狛江市介護保険推進市民協議会において行うこととします。

狛江市高齢者保健福祉計画は、第７期介護保険事業計画と一

体的に策定しているため、進捗状況の把握や評価に当たって

は、整合性を図りながら行ってまいります。 

２ 本報告書の構成 

（１）重点施策事業別進捗管理シート 

市職員が計画に位置付けられた事業を着実に実施するた

め、重点施策に係る事業のうち新規に実施する事業等事業の

進捗管理が必要と認められる事業について、当該年度に実施

したことを「Do（実行）」の欄に、当該事業の実施結果の評

価を３（２）で示す基準に従い「Check（評価）」の欄に、（２）

で記載した課題を踏まえた当該事業の改善点を「Act（改善

点）」の欄に記載します。 

（２）重点施策進捗管理シート 

本計画で掲げた基本理念及び基本目標を実現するために

市で実施すべき重点施策の当該年度における実施状況及び

課題を市民に分かりやすく説明するため、重点施策の施策小

項目ごとに主な事業を記載するとともに、（１）重点施策事

業別進捗管理シートに記載した事業の実施状況及び進捗評

価を踏まえて、当該重点施策を実施するに当たっての課題を

「施策を実施するに当たっての課題」の欄に分かりやすく記

載するとともに、この課題を踏まえて、狛江市市民福祉推進

委員会高齢小委員会からいただいたご意見を「委員会からの

意見」の欄に記載し、次年度の施策の実施に反映させてまい

ります 
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３ 進捗評価の方法 

平成 26 年７月に、市が策定している計画の評価基準を４段階に統一し、取組の強化を図るべき評価の目安が示されたことを踏ま

え、狛江市市民福祉推進委員会高齢小委員会で議論、検討を行い、下記のとおりの評価基準とします。 

（１）評価方法 

施策の方向性ごとに４段階で評価します。 

（２）評価基準 

評価基準 評価内容 

A 進捗している ・前年よりもより一層取組みを強化 

・年次目標どおり取組みを進捗できた。 

Ｂ 現状維持 ・前年同様の取組みを実施（年次目標が現状維持で設定されていた場合を含む。） 

Ｃ あまり進捗していない ・前年同様の取組みも行えなかったが、来年度は行う予定 

・年次目標どおりの進捗ができなかった。 

Ｄ まったく進捗していない ・年次目標どおりの進捗ができず、取組みの目途も立っていない。 
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４ 進捗評価の流れ 

令和２年度の狛江市高齢者保健福祉計画の進捗管理は、次表のとおり狛江市市民福祉推進委員会高齢小委員会において進捗評価を

審議し、確定いたしました。 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

高齢小委員会① 高齢小委員会② 

庁議 報告書を

踏まえた

予算要求 

担当課による自己評価 
報告書（案）を審議 報告書(案)を確定 

報告書 

を報告 

報告書を

HP に公開 

予算編成 予算審議 

市民福祉推進委員会 

報告書を報告 
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重点 
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（2020 年度）） 
担当課

1 頁 指標 

Do 

（実行） 
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（評価） 
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1 「担当課」欄に複数課が記載されている場合は、黒背景白字が「主担当」、白背景黒字が「主担当以外の関係部署」とする。複数課

を記載する場合の順序は、狛江市組織規則（平成 20 年規則第３号）別表第１の順序とする。 

2 高…高齢障がい課 

１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (1) 健康寿命の延伸に向けた健康づくり及び介護予防の取組み強化 

  

③ 

ｂ介護予防事業の

整理・充実 

高2 161 - 

新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴

い、活動回数、時間等

に制限が加えられた

が、講師のシェア等の

工夫により活動継続の

努力をした。 

Ｂ 

各エリア、地区別の活動案内が、市ホー

ムページﾞや市報等に掲示され、周知が図

られた。これが広く市民に行き渡り、参

加者が増え、活発になることに繋がって

いる。そのフォローアップとして、それ

ぞれのイベントがどんな様子かを紹介す

る写真、ビデオ、参加者の声等を収録し、

市役所玄関ホールや各地域センター等に

展示してＰR することが、更に活動の拡

大浸透に有効とならないか。また同時に、

感染予防対策も講じていることが分かれ

ば、安心して参加してみようと思う方々

もあるかと思う。 

通所型サービスＢの団体数は増加したも

のの、会場確保、参加者の固定化、低調

な自立性等の要因から数年内に事業の伸

長は限界に達すると見込まれる。今年度

は新型コロナウイルスの影響で一時的に

顕在化はしなかったが、次年度から再び

この課題に対処していかなければならな

いことになる。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課

1 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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１ 健康づくりと生きがいづくり 

(1) 健康寿命の延伸に向けた健康づくり及び介護予防の取組み強化 

③ 

c 市民団体によるミ

ニデイ等の拡充

の支援 

高 161 - 

介護予防事業全体が新

型コロナウイルス感染

症の影響により足踏み

状態を余儀なくされて

おり、今年度は団体活

動の維持継続に留まっ

ている。 

Ｂ 

事業に対する課題認識は上記ｂ 介

護予防事業の整理・充実と同様であ

る。 

何かやってみたいという人が先か、仕

事（イベント）があって誰かやりませ

んか、なのか。マッチングの問題か、

人材養成の問題か、運営支援なのか。

今までの取組みの狙いが絞られていな

いように感じられるため、再度検討を

重ねる作業が求められる。 

(2) 心身の健康維持及び増進につながる社会参加の促進 

③ 

ａこまえくぼ 1234

による専門相談

及び体験学習プ

ログラム等によ

る人材・団体の掘

り起こし・育成 政3 166 - 

NPO法人に関する困り

ごと相談会（専門相談

会）の実施や、福祉・

防災動画を市民ととも

に作成し、狛江市公式

YouTubeチャンネルに

掲載するなど、市民が

創り、市民が学ぶ機会

を提供することで、社

会参加へと繋がる活動

を行った。 

Ｂ 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より、市内各施設で事業の実施やボ

ランティアの受け入れが難しい状況

が続いており、市民活動と感染予防

の両立による新しい生活様式への対

応が必要である。新型コロナウイル

ス感染症拡大影響下においても市民

が安心して社会参加できるような環

境を整えることで、更なる活動の活

性化と人材・団体の掘り起こし・育

成を進めていきたい。 

                                                   
3 政…政策室 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 
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（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (3) 生きがいに結びつく地域貢献や就労の場の拡充 

  

② 

a 介護ボランティア

制度の試行の検

証・制度の実施 

高 168 - 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響を受

け、ボランティアの受

入側、提供側双方がボ

ランティア活動を躊躇

することになり、ボラ

ンティア活動を中核に

位置付けるポイント事

業は実施が困難となっ

た。 

Ｃ 

新型コロナウイルス感染症収束後も

ボランティアの受入、提供に対する

社会的な抵抗感は早期に払拭される

見込みが立たないことから、令和３

年度からポイント事業の中心をオン

ラインによる方法を含めた介護・フ

レイル予防活動に移し、対面での事

業に限定されることなく事業を実施

できるよう制度を変更することにな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
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Do 

（実行） 
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（評価） 

Act 

（改善点） 
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２ 日常生活支援の充実 

 (1) 地域における見守りと支え合いの仕組みづくり 

  

① 

a 小地域内での新

たな活動内容又

は既存活動の充

実化 

社4 169 - 

新型コロナウイルス感

染症の感染予防対策の

ため、従来の小地域活

動は中止せざるを得な

かった。 

「福祉のまちづくり委

員会」立ち上げ支援に

ついては、福祉カレッ

ジの修了生が一堂に会

する企画を実施し、基

調講演と地区に分かれ

ての地域診断（グルー

プワーク）を行った。

その結果、「こまえ苑エ

リア」と「こまえ正吉

苑エリア」においては、

今後定期的にエリアミ

ーティングを実施して

いくこととなった。 

B 

小地域活動については、新型コロナ

ウイルス感染症予防対策を図りなが

ら、緩やかに活動を再開できるよう

に継続して支援を行う。 

「福祉のまちづくり委員会」につい

ては、修了生の自主的な活動を基盤

に２つのエリアでの取組みを支援し

ていく。修了生が少ないあいとぴあ

エリアについては、令和３年度以降

の動きを目指す。 

                                                   
4 社…社会福祉協議会 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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２ 日常生活支援の充実 

 (2) 多様な主体による生活支援サービスの充実 

  

② 

a シルバーガイドブ

ック等によるサ

ービスの周知 
高 174 - 

ライフイベントごとに

利用できるサービスを

まとめるなどシルバー

ガイドブックの構成に

大幅な改編を行った。 

Ａ 

引き続き、シルバーガイドブック、

生き活きノート（介護予防手帳）、認

知症あんしんガイド（認知症ケアパ

ス）等の刊行物を有機的に組み合わ

せ、生活支援サービス情報の周知を

充実する。 

 (3) 新しい総合事業の実施による地域活力の向上 

  

① 

ａ運営団体の立上

げ、育成手法の研

究  

高 176 - 

訪問型サービスＢにお

いて新規で１件の運営

団体の立ち上げ支援を

行ったが、通所型サー

ビスＢ等一般介護予防

事業は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影

響もあり、既存団体の

運営支援の継続にとど

まった。 

Ｂ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響に関わりなく、市内の運営団体は、

活動場所の確保の点で既に飽和状態

にあり、「運動」を主体とした予防事

業の展開では早晩限界に達する見込

みである。オンラインによる活動を

含めた質、空間の両面での方針の変

更は避けられないものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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２ 日常生活支援の充実 

 (3) 新しい総合事業の実施による地域活力の向上 

  

① 

ａ人材確保のため

の調査・研究 

高 176 - 

既存団体への支援と新

たな運営団体の立ち上

げによる担い手人材の

蓄積を継続したが、訪

問型サービスＢ事業に

おいては新規で１件の

運営団体の立ち上げ支

援を行ったのみで、新

型コロナウイルス感染

症拡大の影響により予

期したほどの進捗は見

られなかった。 

Ｂ 

一般介護予防事業の受け皿となり得

る潜在的な場と人について、令和３

年度において資源調査を実施する予

定である。 

  

② 

ｂ新しい総合事業

のサービス提供

事業所への指導

検査等の実施 
福5

高 
177 - 

新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の

ため、新しい総合事業

のサービス提供事業所

を含め令和２年度の指

導検査を実施する予定

であった事業所への指

導検査は中止となっ

た。 

Ｃ 

新型コロナウイルス感染症の感染状

況を踏まえて、利用者・事業所職員

の安全に配慮し、実施の時期・方法

について検討する。 

 

 

 

                                                   
5 福…福祉政策課 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (1) 新しい地域包括支援体制の構築 

  

① 

ｄこまほっとシル

バー相談室（高齢

者見守り相談窓

口）の周知 

相6 179 - 

新型コロナウイルス感

染症の感染予防対策の

ため、セミナー開催や

サロン活動は中止し

た。また、従来行って

きた周知を兼ねた巡回

訪問やアウトリーチ

は、新型コロナウイル

ス感染症の感染予防対

策のため控えた。 

積極的な訪問活動を控

える必要がある中で、

感染症予防対策等のチ

ラシを作成し、配布す

ることで相談室の周知

を図ってきた。 

B 

外出が制限され、生活スタイルの変

容を求められたことが、高齢者等へ

の不安感につながる等、少なからず

影響が出ている。新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響下でも、安否確

認のための緊急訪問や電話を継続的

に行ってきたことが、高齢者等の安

心につながり、成果があった。 

相談室の活動を周知するため、チラ

シ等による広報を工夫して行ってき

たが、高齢者等からの相談を待つだ

けの姿勢ではなく、高齢者等に相談

室の相談員の顔が知られ、認められ

ていくためのアウトリーチ活動等が

必要である。感染症予防対策を充分

に行いながら、引き続き住民の理解

も得ながら、見守り相談活動に努め

ていく。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 相…福祉相談課 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (1) 新しい地域包括支援体制の構築 

  

① 

d 高齢者を見守るネ

ットワークの構築

（こまほっとシル

バー相談室） 

相 179 - 

町会・自治会、地域包

括支援センター等のネ

ットワークを構成する

関係機関と定期的に情

報交換の機会を持っ

た。令和２年度は、対

面での情報交換ではな

く、新型コロナウィル

ス感染症の感染予防対

策のため、電話等、直

接接触しない形での交

流を図った。 

Ｂ 

安否確認のための緊急訪問や電話対

応、見守りを要する一部世帯につい

ての支援等、こまほっとシルバー相

談室は、ネットワークの一員として、

役割を果たしてきた。 

引き続き、関係機関との連携に努め

ていく。 

  

③ 

ａ個別ケア会議実

施（随時） 

高 181 随時 

地域包括支援センター

において、従前の支援

推進型に加え、平成 31

年度に試行実施した予

防推進型の個別ケア会

議を開催し、地域課題

の抽出を行った。 

Ａ 

介護予防推進員連絡会及び介護支援

専門員連絡会とともに、個別事例の

蓄積から地域課題を抽出し、政策と

して結実させるための基礎制度とし

て制度再編を図っているところであ

る。令和３年度は各会議から抽出さ

れた地域課題の（仮称）幹事会への

集約から地域課題検討会議への橋渡

しまでを試行する予定である。 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (1) 新しい地域包括支援体制の構築 

  

③ 

ｂ地域生活課題検

討会議の開催 

高 181 
年度

３回 

生活支援体制整備協議

会と同時開催の本会議

は新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を受

け、年１回の会議開催

となったが、特に感染

拡大下における見守り

体制の強化について多

職種でノウハウの共有

を図ることができた。 

Ｂ 

地域課題検討会議は、地域ケア会議

及び生活支援体制整備協議会を含め

た一貫的な地域課題の抽出体制を確

保すべく現在会議体制の再構築を進

めている。前項目のとおり地域ケア

会議を中心に抽出された地域課題の

取りまとめ機関として（仮称）幹事

会を試行で設置し、地域課題検討会

議に向けた効率的な議題整理ができ

るよう検証を進めている。概ね令和

３年度下半期からこの新体制の定着

を図る予定である。 

  

④ 

ａ生活支援体制整

備協議体の会議

の開催 

高 183 
年度

３回 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響を受

け、年１回の開催とな

ったが、介護・フレイ

ル予防に関する地域活

動情報の周知支援を継

続した。 

Ｂ 

現在地域課題検討会議及び地域ケア

会議との一貫した地域課題の抽出体

制を確保すべく現在会議体制の再構

築を進めている。詳細は地域課題検

討会議の前項目を参照されたい。 

 

 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (2) 医療と介護の連携強化 

  

② 

ｂ医療・介護関係者

による研修 

高 185 

年度

１回

以上 

医療・介護関係者に対

する新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響を

考慮して、初めてオン

ライン形式を採用した

多職種連携研修会を実

施した。 

Ａ 

グループディスカッションを含めた

多人数参加型のオンライン研修のノ

ウハウが蓄積されたことから、令和

３年度以降も対面、オンラインの両

面のメリットを活かしながら研修会

は実施する。一方で医療と介護の連

携推進小委員会における事業全体に

占める研修会の比重が高まっている

ことから一度研修会のあり方から見

直しをする必要が生じている。 

  

 

ｄ切れ目のない在

宅医療・介護連携

提供コールセン

ターの実施 

高 186 - 

・地域包括支援センタ

ーこまえ苑の在宅医

療・介護連携相談支援

室の事業運営の安定化

に伴い取扱案件は増加

した。 

・医療・介護・地域資

源マップの掲載情報の

整理によりアクセス件

数は下半期より大幅に

増加した。 

Ａ 

・在宅医療・介護連携相談支援室は

引き続き事業運営の安定化を支援す

る。 

・医療・介護・地域資源マップは、

地域包括支援センターを通じて新た

な地域資源の発掘を働き掛け、医療

機関や介護事業所等への周知に努め

るとともに、令和３年度において高

齢者等生きがいポイント付与機能の

追加改修を実施し、介護・フレイル

予防に対するインセンティブを補完

するシステムとして位置付ける。 

 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (2) 医療と介護の連携強化 

  

 

 

 

 

② 

ｄ後方支援病床確

保 

高 186 - 

東京慈恵会医科大学附

属第三病院に後方支援

病床を確保している

が、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響を

受けた今年度の利用実

績はゼロとなった。 

Ｂ 

後方支援病床は、市内の医療・介護

連携を安定的に推移させるための保

険的存在であるため、令和３年度以

降も継続した病床確保を継続する。 

 (3) 認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくり 

  

① 

ａ認知症初期集中

支援チーム事業

の実施 
高 187 - 

新型コロナウイルスの

感染症拡大の影響を受

け、新規事例の提案は

なかったため、継続案

件の進捗支援のみ実施

した。 

Ｂ 

令和３年度において医療・介護多職

種連携事業との連携強化を実施する

予定である。 

  ｄ認知症カフェの

増設に向けた働

きかけ 

高 188 - 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響により

不特定多数の方が来所

することによるリスク

を回避するため、新た

な認知症カフェの開設

には結びつかず現状維

持となった。 

Ｂ 

新型コロナウイルス感染症収束後に

おける既存設置団体の安定的な運営

支援を進めるとともに、既存の施

設・居場所等の資源活用について働

き掛けを継続する。 

 

 

 



基本 

目標 

重点 

施策 
Plan（主な事業内容 

（2020 年度）） 
担当課 頁 指標 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 

Act 

（改善点） 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (4) 権利擁護の推進と高齢者虐待の防止 

  

① 

ｂ近隣市と連携した

多摩南部成年後見

センターの共同運

営 

福 191 - 

５市意見交換会におい

て調布市、日野市、狛

江市、多摩市、稲城市

成年後見制度利用促進

基本計画において５市

で協働して取組みを推

進する事項及び当該取

組みに係る進捗管理に

ついて協議を行った。 

Ｂ 

５市それぞれ多摩南部成年後見セン

ター（以下「センター」といいます。）

の利用方法が異なるため、５市の実

情に応じたセンターの在り方を検討

する必要がある。 

(5) 住まいと介護基盤の充実 

④ 

ｂ介護サービス事業

者への指導検査の

実施 福 195 

年度

３回

以上 

令和２年度に指導検査

を実施する予定であっ

たが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の

ため中止となった。 

Ｃ 

新型コロナウイルス感染症の感染状

況を踏まえて、利用者・事業所職員

の安全に配慮し、実施の時期・方法

について検討する。 

ｃケアプラン点検の

実施 

高 196 

年度

２回

以上 

新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止のた

め、面談形式のケアプ

ラン点検については未

実施。 

Ｃ 

新型コロナウイルス感染症の状況を

踏まえ、令和３年度は実施する予定

である。 
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第２章 重点施策進捗管理シート 
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基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
 

 

- 23 - 

 

１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (1) 健康寿命の延伸に向けた健康づくり及び介護予防の取組み強化 

  ③ 

地域支援事業の

一環として、一

般介護予防事業

を推進します。 

ｂ介護予防事業の整

理・充実 

高 161 

会場確保、参加者の固定化、

低調な自立性等から数年内

に事業の伸長は限界に達す

ると見込まれる。 

令和３年度はこれまでの「運

動」主体の介護・フレイル予

防からオンライン等新たな

方法を活用したものとする

ための技術の底上げ及び生

きがいポイント等を用いた

運動以外の分野への展開を

模索する予定である。 

・令和３年度は ICT を活用した

介護予防教室をオンラインで実

施予定でありサービス向上につ

ながるものと考えられるが、健

康寿命の延伸には 60～70 歳代

へのアプローチの仕方が重要で

あり、参加者のオンライン環境

の整備がどの程度であるのかが

気にかかる。 

・イベントの様子を写真等で展

示し PR することで、更なる活

動の拡大及び浸透に繋がり、同

時に感染症予防対策を講じてい

ることも分かり安心して参加し

てみようと思う方たちも出てく

るのではないか。 

・新型コロナウイルス感染症ま

ん延の状況下では、人と人との

直接の接触や外出が極度に減る

ことで、ひきこもりや孤立など、

それ自体が日常生活自立度を低

下させる要因となっているもの

と考えられる。これまでの「介

護予防」の概念を大きく広げ、

ひきこもり・孤立・孤独への対

応など、身体面の介護予防のみ

でなく、心の健康面での介護予

防への工夫を生み出していくこ

とが重要と思われる。 

 

 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (1) 健康寿命の延伸に向けた健康づくり及び介護予防の取組み強化 

  ③  

地域支援事業の

一環として、一

般介護予防事業

を推進します。 

ｃ市民団体によるミ

ニデイ等の拡充の

支援 
高 161 

課題認識及び対応策は上記

ｂ 介護予防事業の整理・充

実と同様である。 

・市民団体による活動を行う

会場について、地域センター

等の公共施設を優先的に使

用できるようにしてはどう

か。 

・会場や参加者等の課題があ

る中では、一般介護予防事業

の対象や事業範囲、形態を見

直す必要があると思う。 

 (2) 心身の健康維持及び増進につながる社会参加の促進 

  ③ 

高齢者による社

会参加のための

団体、組織等の

立上げ及びその

自立を支援しま

す。 

ａこまえくぼ 1234

による専門相談及

び体験学習プログ

ラム等による人

材・団体の掘り起

こし・育成 

政 166 

高齢者の社会参加実現のた

めには、既存団体の情報やこ

まえくぼ 1234 ではどのよ

うな活動ができるかという

情報を届けることが不可欠

である。令和２年度からコマ

ラジとの協働で団体が自ら

ラジオで情報発信する機会

を設けており、SNS 等だけで

なくこれらの新しいツール

も活用しながら社会参加を

促進していく必要がある。 

・人材、団体の掘り起こし

に当たっては、企画された

事業に合った人材を掘り起

こすのか、人材を掘り起こ

した上で事業を企画するの

かを含め、狙いを絞って検

討を重ねる必要がある。 

・情報提供のための発信方

法がとても重要である。ラ

ジオを使用した取組みの効

果に期待したい。 

・コミュニティＦＭは、新

しい情報提供の媒体である

と共に、地域住民や関係者

が参加し協働する取組みだ

と思うので、今後の展開に

期待したい。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (3) 生きがいに結びつく地域貢献や就労の場の拡充 

  ② 

介護ボランティ

ア制度導入によ

り、市民による

支え合いを充実

させます。 

ａ介護ボランティア

制度の試行の検

証・制度の実施 

高 168 

新型コロナウイルス感染症

収束後もボランティアの受

入、提供に対する社会的な抵

抗感は継続すると見込まれ

ることから、ポイント事業の

中心をオンラインによる方

法を含めた介護・フレイル予

防活動に移す。 

・課題と同時に「ボラン

ティアの受入、提供」の

必要性についても、今後

も続く超高齢社会を考え

ると、引き続き強く周知

を図ることも欠かせな

い。 

・外部でできる美化活動

等のボランティア活動場

所を創設し活動者を募っ

てはどうか。 

２ 日常生活支援の充実 

 (1) 地域における見守りと支え合いの仕組みづくり 

  ① 

小地域における

見守り・安否確

認ネットワーク

を作り、近隣で

暮らしを支え合

う仕組みを作り

ます。 

ａ小地域内での新た

な活動内容又は既

存活動の充実化 

社 169 

福祉カレッジ修了生を中心

メンバーに、こまえ苑エリア

とこまえ正吉苑エリアにお

いて定期的に集まる機会を

設け、地域課題の把握や実現

可能な取組みについて検討

を進めていく。 

・福祉カレッジ修了生と

民生委員・児童委員とが

連携協力し、近隣で暮ら

しを支え合うことが重要

である。 

・地域課題の解決のため

には、関心が強い地域住

民が中心となるネットワ

ークに各種専門職が協力

（参加）していく体制を

築くことが重要だと考え

る。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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２ 日常生活支援の充実 

 (2) 多様な主体による生活支援サービスの充実 

  ② 

住民主体で買い

物、調理、掃除

等の家事支援を

行います。 

ａシルバーガイドブ

ック等によるサー

ビスの周知 

高 174 

シルバーガイドブックをラ

イフイベントごとに構成を

改めたため、当面強いてあ

げる課題はない。引き続き

他の刊行物との有機的な連

携を継続するとともに、新

たなサービスについても積

極的に収録を図る予定であ

る。 

「狛江市シルバーガイド

ブック（令和２年度版）」

は、使いやすさ、見やす

さ等が見直され、カラー

印刷やイラスト挿入等の

工夫もされてリニューア

ルされた。更に行政案内

資料のような構成から、

地域情報誌のような構成

に変更して頂くとより分

かりやすいものと考え

る。また、常に最新情報

に更新することも重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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２ 日常生活支援の充実 

 (3) 新しい総合事業の実施による地域活力の向上 

 

 
 ① 

訪問型サービス

及び通所型サー

ビスを提供する

担い手を確保し

ます。 

ａ運営団体の立上

げ、育成手法の研

究  

高 176 

運営団体は、活動場所の確保

の点で既に飽和状態にあり、

「運動」を主体とした予防事

業の展開は限界に達する見

込みである。オンラインの活

用及び「運動」以外の活動、

さらには活動場所込みの民

間事業者の発掘を模索する

必要がある。 

・手厚い支援など事業者

へインセンティブを与え

る等の対策をしないと担

い手を確保することはな

かなか難しいと考える。 

・訪問型サービスＡ･Ｂ及

び通所型サービスＡ･Ｂ

単体では限界が見えてい

るため、一般介護予防事

業と合わせて今後の展開

を考える必要があると思

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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２ 日常生活支援の充実 

 (3) 新しい総合事業の実施による地域活力の向上 

  ① 

訪問型サービス

及び通所型サー

ビスを提供する

担い手を確保し

ます。 

ａ人材確保のための

調査・研究 

高 176 

限界に達しつつある介護・フ

レイル予防事業の打開を図

るため、令和３年度に場と人

の確保を目標とした資源調

査を実施する予定である。 

・新型コロナウイルス感染症

まん延の状況下における失

業者の生活支援等にも役立

つような、人材の育成及び確

保策を具体的に考え、実施す

るべきではないか。 

・狛江市全体の訪問介護に関

わるヘルパーの人数は現状

正確に把握されていない。新

たな資源調査も重要である

が、登録ヘルパー人数等既存

データで把握できる情報の

整理もお願いしたい。 

  ② 

利用者の現行相

当サービスから

Ａ型やＢ型への

サービスの移行

を進め、新しい総

合事業の安定的

な運営を行いま

す。 

ｂサービス提供事業

者に対する指導検

査の実施 

福  

高 
177 

新型コロナウイルス感染症

の感染状況を踏まえて、利用

者・事業所職員の安全に配慮

し、実施の時期・方法につい

て検討する必要がある。 

また、どのサービスへの指導

に注力するかを検討する必

要がある。 

・利用者や事業所職員への

安全への配慮をした上で指

導検査を実施するのはもち

ろんではあるが、現行相当

サービスからＡ型・Ｂ型へ

移行し、総合事業を安定的

に運営していくためには、

介護報酬などでの経済的な

インセンティブも欠かせな

いのではないか。 

・サービス提供事業所の負

担も考慮し、訪問介護や通

所介護事業本体の指導検査

と合わせて実施頂くのが良

いと考える。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

(1) 新しい地域包括支援体制の構築 

 

① 

包括的な相談支

援体制を再構築

します。 

ｄこまほっとシルバ

ー相談室（高齢者見

守り相談窓口）の周

知 
相 179 

新型コロナウイルス感染症拡大の

中で、チラシの配布等、より接触

しない形での活動を模索してき

た。社会情勢を見ながら、さらに、

工夫を重ねていく。 

・新型コロナウイルス感染症ま

ん延の状況下での工夫した取組

みに期待したい。 

・新型コロナウイルス感染症ま

ん延の状況下が高齢者の身体状

況や生活に与えた影響は大き

い。感染対策を行いながらアウ

トリーチ活動の再開を希望す

る。 

 ネットワークの構

築 

相 179 

こまほっとシルバー相談室の相談

員が、自治会や管理組合、消防、

警察、地域包括支援センター、コ

ミュニティソーシャルワーカー等

の関係機関と、サロン活動や茶話

会等で情報交換の機会を持ち、ネ

ットワークの構築を図ってきた

が、新型コロナウイルス感染症に

より中止となっている活動があ

る。活動継続のため、オンライン

での取組みや、関係機関がより綿

密な連携を取り、情報共有するこ

とに努めていく必要がある。 

・ネットワーク構築こそ包括的

相談支援体制の要として欠かせ

ないものであり、コミュニテ

ィ・ソーシャルワーク機能が目

指すべき方向性の１つである。

そのことを強く認識し、単にコ

ミュニティ・ソーシャルワーカ

ーを配置して十分とするのでは

なく、コミュニティ・ソーシャ

ルワーク機能を有機的に発揮す

るシステムづくりとして取り組

む必要がある。 

・個別事例を通してのネットワ

ーク構築も重要だが、町会や自

治会とはイベントや講座を通し

ての関係づくりも大切だと考え

る。 

③ 

地域ケア会議を充実

させて、地域連携の

要とし、地域生活課

題の解決を図りま

す。 

ａ個別ケア会議実施

（随時） 
高 181 

個別事例の蓄積から地域課題を抽

出し、政策として結実させるため

の基礎制度として制度再編を行う

ため、既に着手している試行実施

をさらに進める予定である。 

個別ケア会議は、多職種連携、

個別支援、地域支援の基礎であ

り、「あったらいいな、こんな

サービス」を政策として生みだ

していく貴重な場でもある。一

層の充実を期待したい。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

(1) 新しい地域包括支援体制の構築 

 

③ 

地域ケア会議を

充実させて、地

域 連 携の 要 と

し、地域生活課

題の解決を図り

ます。 

ｂ地域生活課題検討

会議の開催（年度

３回） 

高 181 

生活支援体制整備協議会を

含めた一貫的な地域課題の

抽出体制を確保するための

会議体制の再編を進め、令和

３年度下半期から新体制の

定着を図る予定である。 

地域生活課題検討会議にお

いてどのような議論（課題

検討）が行われたのかとい

うことについて、地域ケア

会議、個別ケア会議に参加

しているケアマネジャー等

への情報提供・情報共有を

お願いしたい。そのことが、

ケアマネジメント能力の向

上に寄与するものと考え

る。 

④ 

生活支援コーデ

ィネーターを中

心として、生活

支援体制整備協

議体による地域

資源の発掘及び

開発、関係機関

のネットワーク

強化並びにマッ

チングの仕組み

づくりを進めま

す。 

ａ生活支援体制整備

協議体の会議の開

催（年度３回） 

高 183 

地域課題検討会議及び地域

ケア会議との一貫した地域

課題の抽出体制を確保する

ための会議体制の再編を進

めている。課題については、

前記ｂ地域課題検討会議の

開催に記載したものと同様

である。 

・機能としてのコミュニテ

ィソーシャルワークをどの

ように展開して、市民の生

活支援を具体化し、向上さ

せていくのかの視点が欠か

せないのではないか。 

・会議体の体制が整理され

ることで、協議体の役割が

絞られてきたが、その分メ

ンバー構成や課題の設定は

難しくなった現状があると

思う。今年度の試行を通し

て、運営上の課題を明らか

にしていただきたい。 

 

 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
 

 

- 31 - 

 

３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (2) 医療と介護の連携強化 

  

② 

国の在宅医療・

介護連携推進事

業８項目に沿っ

て、医療と介護

の連携を進めま

す。 

ｂ医療・介護関係者

による研修（年度

１回以上） 

高 185 

オンライン研修のノウハウ

の蓄積を用いて、令和３年度

以降も本体制を維持する予

定である。 

・年１回でも継続して多

職種連携の基盤となるこ

とが大切である。 

・MCS7の普及と活用も進

み個別ケースでの実績の

積み上げも進んできてい

ると思う。今後、個別ケ

ースでの連携等を題材に

新たな研修に取り組んで

いただければと思う。 

  

国の在宅医療・

介護連携推進事

業８項目に沿っ

て、医療と介護

の連携を進めま

す。 

ｄ切れ目のない在宅

医療・介護連携提

供コールセンター

の実施 
高高 186 

在宅医療・介護連携相談支援

室の継続的な事業安定を支

援するとともに、相談支援体

制を補完するための MCS の

活用と医療・介護・地域資源

マップに掲載される資源情

報の定期更新及び新規発掘

に努めるものとする。 

・ますます進む超高齢社会

の中で、医療と介護の連携

の重要性も一層増してきて

いることを踏まえ、更なる

工夫と努力で高齢者の健康

と命を守っていく努力をさ

れるよう期待する。 

・医療・介護・地域資源マ

ップのデータ蓄積には時間

と手間がかかるが、その後

の活用がより重要である。 

 

 

                                                   
7 MCS（メディカルケアステーション）とは、多くの医療介護の現場で利用されている地域包括ケア・多職種連携のためのコミュニケーショ

ンツールである。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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３ 

 

 

地域包括ケアシステムの構築の推進 

(2) 医療と介護の連携強化 

② 

国の在宅医療・

介護連携推進事

業８項目に沿っ

て、医療と介護

の連携を進めま

す。 

 後方支援病床の確

保 

高 186 

市内の医療・介護連携を安定

的に推移させることを担保

するため、令和３年度以降も

継続した病床確保を継続す

る。 

後方支援病床はあまり活

用されていない。近隣医

療圏のレスパイト入院8

の可能な医療機関との連

携効果も同時に重要とな

る。 

(3) 認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくり 

 ① 

認知症になって

も地域で安心し

て暮らし続けら

れる支援体制を

整備します。 

ａ認知症初期集中支

援チーム事業の実

施 

高 187 

医療・介護多職種連携事業

の重要分野を形成している

認知症事業との連携強化を

実施する予定である。 

認知症ケアに関する施策

において、企画された「認

知症カフェ」や「相談会」

等のイベントのネーミン

グ（呼称）について、「認

知症」の３文字が付くこ

とを避けた方が当事者、

参加者の抵抗感を生まな

いと考える。案内文、ホ

ームページ表記の工夫、

配慮も必要かと思う。 

 

                                                   
8 在宅で療養されている方が、介護者の冠婚葬祭等の事情や、介護者が一時的な休息をとるため、短期間の入院を利用すること。 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 

(3) 認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくり 

 ① 

認知症になって

も地域で安心し

て暮らし続けら

れる支援体制を

整備します。 

ｄ認知症カフェの増

設に向けた働きか

け 
高 188 

新型コロナウイルス感染症

収束後における既存設置団

体の安定的な運営支援を進

めるとともに、既存の施設・

居場所等の資源活用につい

て働き掛けを継続する。 

認知症の方自身に感染予

防対策を求めるのはハー

ドルが高いため、一定の

割合でワクチン接種が終

了してからの実施となる

ものと考えられる。 

(4) 権利擁護の推進と高齢者虐待の防止 

 ① 

認知症等の高齢

者の権利が侵害

されないよう、

権利を擁護する

仕組みや体制を

充実させます。 

ｂ近隣市と連携した

多摩南部成年後見

センターの共同運

営 
福 191 

共通計画を踏まえ、第１期成

年後見制度利用促進事業計

画を策定し、市、狛江市社会

福祉協議会及びセンターを

中核機関としたが、中核機関

としてのセンターの役割に

ついては、５市と協議を進め

ていく必要がある。 

さらに課題のとおりに進

めていただきたい。 

 

 

 

 

 



 

基本 

目標 

重点 

施策 施策内容 
主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 施策を実施するに当たっての課題 委員会からの意見 

大 小 
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３ 地域包括ケアシステムの構築の推進 

 (5) 住まいと介護基盤の充実 

  

④ 

介護サービスの

質の向上を図り

ます。 

ｂ介護サービス事業

者への指導検査の

実施（年３回以上） 

福 

高 
195 

新型コロナウイルス感染症

の感染状況を踏まえて、利用

者・事業所職員の安全に配慮

し、実施の時期・方法につい

て検討する必要がある。 

また、どのサービスへの指導

に注力するかを検討する必

要がある。 

・ICT を活用した集団指

導検査を実施してはどう

か。 

・ケアプラン点検の対象

となっている介護サービ

ス事業所に対して指導検

査を実施してはどうか。 

  

 ｃケアプラン点検の

実施（年度２回以

上） 

高 196 

介護支援専門員に対して、自

立支援に資する適切なケア

プランの理解とケアマネジ

メントの質の向上を図るた

め、ケアプラン点検と並行し

て、アセスメント力向上の研

修を実施する必要がある。 

集中減算が適用される居

宅介護支援事業所、又は

集中割合が高い事業所に

対して点検してはどう

か。 
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〔基本目標１ 健康づくりと生きがいづくり 全般についての委員からの意見〕 

基本 

目標 

一般 

施策 
施策内容 

主な事業内容 

（2020 年度） 
担当課 頁 ― 委員会からの意見 

１ 健康づくりと生きがいづくり 

 (1) 地域における見守りと支え合いの仕組みづくり 

   

  

 
 

 
 

 
 

 

 ― 

高齢化対策と地域づくり

という課題への取組みの

視点から、「高齢者保健福

祉計画」が、「地域福祉計

画」に包摂
．．

され、更に高齢

化対策が「地域づくり」に

包摂
．．

されるとすれば、相互

の関係性、連動性を見直し

ていただきたい。見直しに

当たっては、地域づくりの

視点から高齢化対策の課

題に取り組むことにより、

活動の担い手を生み出し、

高齢者の活動範囲を広げ

るとともに、高齢者が新た

なやりがいや生きがいを

見出すことができるよう

にすることが重要である。 

「介護発！！地域づくり」

を発信してみてはいかが

か。 
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